
重要事項説明書（別紙）

◆実施に応じて算定 （単位数）

夜勤職員配置加算/日 24

短期集中リハビリテーション
実施加算（Ⅰ）/回

258

短期集中リハビリテーション
実施加算（Ⅱ）/回

200

認知症短期集中リハビリテーション
実施加算（Ⅰ）

240

認知症短期集中リハビリテーション
実施加算（Ⅱ）

120

認知症ケア加算/日
〔認知症専門棟のみ〕

76

若年性認知症利用者受入加算/日 120

外泊時費用/日 362

外泊時費用
〔在宅サービス利用する場合〕

800

ターミナルケア加算３１－４５ 72

ターミナルケア加算４－３０ 160

ターミナルケア加算２－３ 910

ターミナルケア加算１ 1900

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ 51

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ 51

初期加算（Ⅰ）/３０日 60

初期加算（Ⅱ）/３０日 30

退所時栄養情報連携加算（１回限度） 70

再入所時栄養連携加算（１回限度） 200

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）/回 450

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）/回 480

試行的退所時指導加算/回 400

入所後３月以内で集中的にリハビリを実施した場合

上記①及び②に該当するもの
（週に３日を限度とし、算定期間は入所後３月以内）

死亡日のターミナルケアに算定

厚生労働大臣が定める基準により、在宅復帰・在宅療養支援等評価指標と
して算出される数、報酬上の評価における区分が要件に満たしている場合

次に掲げる基準のいずれかに適合し、かつ、急性期医療を担う医療機関の
一般病棟への入院後３０日以内に退院し、入所した者について算定
ただし、（Ⅱ）を算定している場合は算定しない
・空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、地域の医
　療機関に定期的に情報共有していること
・空床情報について、ウェブサイトに定期的に公表するとともに、急性期
　医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定期的に情報共有を
　行っていること

入所期間が１月を超える見込みの者の入所予定前３０日以内又は入所後７
日以内に退所後生活する居宅に訪問し、サービス計画を策定及び診療方針
の決定を行った場合

2024年4月1日

①理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置されていること
②入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数に対して適切
　なものであること
③入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問に
　より把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成してい
　ること

入所後３月以内で集中的にリハビリを実施した場合、かつ、原則として入
所時及び１月に１回以上ADL等の評価を行うとともに、その評価結果等の
情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直
していること

入所期間が１月を超える入所者が居宅において試行的に退所させる場合に
おいて、入所者及びその家族等に対し退所後の療養上の指導を行ったと
き、１月に１回を限度とし３月に限り算定

医療機関に入院し、入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合
（経管栄養又は嚥下調整食の新規導入）、再入所後の栄養管理の管理栄養
士と相談の上、栄養ケア計画の原案を作成した場合

夜勤職員の配置が基準を満たしている場合

・厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にある
　と医師が判断した者であること
・管理栄養士が、退所先の医療機関等に対して、当該入所者の同意を得て
　栄養管理に関する情報を提供すること

死亡日の前日・前々日のターミナルケアに算定

死亡日の３１日以上４５日以下のターミナルケアに算定

入所後３０日に限り算定
ただし、（Ⅰ）を算定している場合は算定しない

認知症専門棟に入所された場合

死亡日の４日以上３０日以下のターミナルケアに算定

居宅における外泊を認めた場合

利用者ごと、個別に担当者を定め若年性認知症の利用者を受け入れした場
合、１日につき左記の料金が加算

１月につき、外泊した翌日から起算して６日（１回の外泊で月をまたがる
場合は最大で連続１２日）を限度として、所定単位数に代えて１日につき
一定の単位数を算定

料金表 神戸長者町白寿苑
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退所時情報提供加算（Ⅰ）/回 500

退所時情報提供加算（Ⅱ）/回 250

入退所前連携加算（Ⅰ）/回 600

入退所前連携加算（Ⅱ）/回 400

訪問看護指示加算/回 300

100 ２０２４年度まで

50 ２０２５年度から

協力医療機関連携加算（２）/月 5

栄養マネジメント強化加算/日 11

経口移行加算/１８０日以内 28

経口維持加算Ⅰ/月 400

経口維持加算Ⅱ/月 100

口腔衛生管理加算（Ⅰ）/月 90

口腔衛生管理加算（Ⅱ）/月 110

療養食加算/回 6

かかりつけ医
連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ

140

かかりつけ医
連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ

70

・（Ⅰ）イの要件①、④、⑤に掲げる基準のいずれにも適合していること
・入所前に６種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、施設に
　おいて入所中に服用薬剤の総合的な評価及び調整を行い、かつ、療養上
　必要な指導を行うこと

協力医療機関連携加算（１）/月

上記以外の場合

・管理栄養士の配置が基準を満たしている場合
・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等
　が共同して作成した、栄養ケア計画に従い食事の観察（ミールラウン
　ド）を週３回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事
　の調整等を実施すること
・低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題
　がある場合は早期に対応すること
・入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管
　理の実施にあたって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効
　な実施のために必要な情報を活用していること

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所
者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催してい
ること

医療機関へ退所する入所者について、退所後の医療機関に対して入所者を
紹介する際、入所者の同意を得て当該入所者の心身の状況、生活歴等を示
す情報を提供した場合

①入所予定日前３０日以内又は入所後３０日以内に、入所者が退所後に利
　用を希望する居宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て退所後
　の居宅サービス等の利用方針を定めること
②入所期間が１月を超える入所者が退所し、居宅サービス等利用する場
　合、入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業
　者に対して、入所者の同意を得て診療状況を示す文書を添えて居宅サー
　ビス等に必要な情報を提供し、かつ、当該居宅介護支援事業者と連携し
　て退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行うこと

（Ⅰ）の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生
労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施にあたって、当該情報その他口
腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している
こと

①医師又は薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講すること
②入所後１月以内、状況に応じて入所者の処方内容を変更する可能性があ
　ることについて主治医に説明し、合意を得ていること
③入所前に当該入所者に６種類以上の内服薬が処方されており、施設の医
　師と入所者の主治医が共同し、入所中に当該処方の内容を総合的に評価
　及び調整し、かつ、療養上必要な指導を行うこと
④処方の内容に変更があった場合は、医師、薬剤師、看護師等の関係職種
　間で情報共有を行い、変更後の入所者の状態等について、多職種で確認
　を行うこと
⑤入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の入
　所者の状態等について、退所時又は退所後１月以内に当該入所者の主治
　医に情報提供を行い、その内容を診療録に記載していること

退所時に施設医師が、診療に基づき訪問看護が必要と認め、訪問看護ス
テーションに対して指示書を交付した場合に加算

（Ⅰ）の②の算定要件を満たすこと

居宅へ退所する入所者について、退所後の主治医に対して入所者を紹介す
る場合、入所者の同意を得て当該入所者の診療情報、心身の状況、生活歴
等を示す情報を提供した場合

・摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対し医師又は歯科医師
　の指示に基づき、栄養管理の為の食事の観察及び会議を行えばⅠの加算
・Ⅰの加算＋外部の医師、言語聴覚士が加わったらⅡの同時加算となる

経管により食事を摂取している利用者に対し、経口移行計画を作成し、経
口での食事摂取を勧める為の栄養管理を行った場合に加算

医師の処方に基づく食事を１日につき３食を限度とし提供した場合

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔衛生に係る
技術的助言及び指導を年２回以上実施すること

料金表 神戸長者町白寿苑
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かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ） 240

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ） 100

緊急時治療管理 518

特定治療

所定疾患施設療養費Ⅰ 239

所定疾患施設療養費Ⅱ 480

認知症専門ケア加算（Ⅰ）/回 3

認知症専門ケア加算（Ⅱ）/回 4

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）/月 150

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）/月 120

認知症行動・心理症状緊急対応加算 200

ア．（Ⅰ）のイ、エの要件を満たすこと
イ．認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の２０％以上
ウ．認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対し専門的な認知症ケア
　　を実施する
エ．認知症介護指導者研修修了者を１名以上配置し、事業所全体の認知症
　　ケアの指導等を実施する
オ．介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研
　　修を実施又は実施する予定である

・（Ⅰ）イ又はロを算定していること
・服薬情報等の情報を厚生労働省に提出し、処方にあたって当該情報その
　他薬物療法の適切かつ有効な実施のために、必要な情報を活用している
　こと

・在宅で療養を行っている者に認知症の行動・心理症状が認められ、緊急
　に入所が必要であると医師が判断した場合
・介護支援専門員、受け入れ施設の職員が連携し、利用者又は家族の同意
　を得て、サービスの利用を開始していること
・医師が判断した当該日又はその次の日にサービスの利用を開始している
　こと
・判断を行った医師名、日付、利用開始にあたっての留意事項等を介護
　サービス計画書に記録すること
・個室等、認知症の行動・心理症状の増悪した者の療養に相応しい設備を
　整備すること
・入所前１月の間に、当該施設に入所したことがないこと、又は他サービ
　スを含め、過去１月の間に認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定し
　たことがないこと

・（Ⅰ）の①、③、④に掲げる基準に適合していること
・認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研
　修を終了している者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員からな
　る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいること

ア．認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の２分の１以上
イ．認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立
　　度Ⅱ以上の者が２０人未満の場合は１以上、２０人以上の場合は１
　　人、当該対象者の数が１９を超えて１０又は端数を増すごとに１人以
　　上配置
ウ．認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症
　　ケアを実施した場合
エ．認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期
　　的に開催

高齢者の医療の確保に関する法律に規定するリハビリ、処置、手術、麻酔
又は放射線治療（別に厚生労働大臣が定めるものを除く）を行った場合に
算定

病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管
理を行った場合に算定

・（Ⅱ）を算定していること
・退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に処方されてい
　た内服薬の種類に比べて１種類以上減少していること

①入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とす
　る認知症の者の占める割合が２分の１以上
②認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応に資する認知症介
　護の指導に係る専門的な研修を終了した者を１名以上配置し、かつ、複
　数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対するチームを組ん
　でいる
③対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、
　その評価に基づく値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資す
　るチームケアを実施
④認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カン
　ファレンスの開催、計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程
　度についての定期的な評価、ケアの振り返り、計画の見直し等を実施

肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪のいずれかに
該当する入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合に算定

料金表 神戸長者町白寿苑
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リハビリテーションマネジメント
計画提出料加算（Ⅰ）/月

53

リハビリテーションマネジメント
計画提出料加算（Ⅱ）/月

33

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）/月 3

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）/月 13

排せつ支援加算（Ⅰ）/月 10

排せつ支援加算（Ⅱ）/月 15

排せつ支援加算（Ⅲ）/月 20

自立支援促進加算/月 300

（Ⅰ）の算定要件を満たし、適切な対応を行うことにより要介護状態の軽
減が見込まれる者について
・入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとと
　もに、いずれにも悪化がないこと
・又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること
・又は入所時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテー
　テルが抜去されたこと

・医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテー
　ション実施計画を入所者又はその家族等に説明し、継続的にリハビリ
　テーションの質を管理していること
・入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省
　に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハ
　ビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用してい
　ること

以下の要件を満たすこと
イ．入所時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリ
　　スクについて入所時に評価し、その後少なくとも３月に１回評価する
　　こと
ロ．イの確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の
　　実施にあたって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のた
　　めに必要な情報を活用していること
ハ．イの確認の結果、褥瘡が認められ、又はイの評価の結果、褥瘡が発生
　　するリスクがあるとされた入所者ごとに医師、看護師、介護職員、管
　　理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に
　　関する褥瘡ケア計画を作成していること
ニ．入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その
　　管理の内容や入所者の状態について定期的に記録していること
ホ．イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、褥瘡ケア計画を見直して
　　いること

以下の要件を満たすこと
イ．排泄に介護を要する入所者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについ
　　て、医師又は医師と連携した看護師が入所時に評価するとともに、少
　　なくとも３月に１回評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出
　　し、排泄支援にあたって当該情報等を活用していること
ロ．イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が
　　見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して
　　排泄に介護を要する要因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し
　　支援を継続して実施していること
ハ．イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、支援計画を見直している
　　こと

以下の要件を満たすこと
イ．医師が入所者ごとに自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時
　　に行うとともに、少なくとも３月に１回医学的評価の見直しを行い、
　　自立支援に係る支援計画等の策定等に参加していること
ロ．イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとさ
　　れた者ごとに、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の
　　職種の者が共同して自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に
　　従ったケアを実施していること
ハ．イの医学的評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに支援
　　計画を見直していること
ニ．イの医学的評価の結果等を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立
　　支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているこ
　　と

（Ⅰ）の算定要件を満たし、適切な対応を行うことにより要介護状態の軽
減が見込まれる者について
・入所時と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとと
　もに、いずれにも悪化がないこと
・又は入所時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテー
　テルが抜去されたこと
・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること

（Ⅰ）の算定要件を満たし、評価の結果、褥瘡の認められた入所者につい
て当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入
所者について褥瘡の発生のないこと

料金表 神戸長者町白寿苑



重要事項説明書（別紙）

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）/月 40

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）/月 60

安全対策体制加算（入所中１回） 20

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 5

新興感染症等施設療養費/日 240

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）/月 100

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）/月 10

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22

サービス提供体制強化加算Ⅱ 18

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6

介護職員処遇改善加算Ⅰ 39/1000

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 21/1000

介護職員等ベースアップ等支援加算 8/1000

 予めご了承ください。

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
　る方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、
　生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること
・見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入していること
・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を
　行うこと

・（Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成
　果が確認されていること
・見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること
・職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っ
　ていること
・１年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を
　行うこと

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、
診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した
入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、当該する介護サービスを
行った場合に、１月に１回、連続する５日を限度として算定

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３
年に１回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導
を受けていること

１.感染症法第６条第１７項に規定する第二種協定指定医療機関との間
　 で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること
２.協力医療機関等との間で新興感染症以外の一般的な感染症の発生時等
　 の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時等に協力医療機関等と
　 連携し適切に対応していること
３.診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る
 　届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策
　 に関する研修又は訓練に１年に１回以上参加していること

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、
組織的に安全対策を実施する体制が整備されていること

・入所者・利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その
　他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報（Ⅱでは、加えて疾病の
　状況や服薬情報等の情報）を厚生労働省に提出していること
・必要に応じてサービス計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、
　前述の情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報
　を活用していること

以下のいずれかに該当する場合
・介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が５０％以上
・看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が７５％以上
・勤続年数７年以上の者が３０％以上

介護職員の総数の内、介護福祉士の割合が６０％以上

介護職員等の特定処遇改善のために加算

介護職員の処遇改善のために加算

*ターミナル加算：退所の翌月に亡くなった場合に前月分のターミナル加算に係る一部負担金の請求を行うことがある為、

介護職員の総数のうち、介護福祉士の割合が８０％以上、あるいは勤続年
数１０年以上の介護福祉士が３５％以上

介護職員の処遇改善のために加算

料金表 神戸長者町白寿苑


